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関 係 法 令

（；；；） 
法 律

18 国家公務員等の旅費lと関する法i'it.の一部を
改正する法律 3. 31 

号外26
31 所得税法の一部を改正する法律 。

号外26

報 第74～76号

政 令
49小包郵便物料金令の一部を改正する政令 3. 28 

53義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に
基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限
度を定める政令の一部を改正する政令 3. 29 

54義務教育費国庫負担法 に基く教材費の国康
負担の限度額算出の基礎となる額を定める
政令の一部を改正する政令 ク

67 日本学校安全会法施行令の一部を改正する
政令 3. 31 

71 放射生同位元素等による放射線障害の防止
lと関する法律施行令の一部を改正する政令 。

73所得税法施行令の一部を改正する政令 。

号外30
省 令

〔文部省〕
6 文部省関係許可認可等臨時措置令施行規則

の一部を改正する省令 3. 31 
号外31

7 国立の学校における授業料その他の費用に
関する省令の一部を改正する省令 グ

8 大学入学資絡検定規程の一部を改正する省
令 3. 31 

号外31
10 図書館法施行規則の一部を改正する省令 。

/,' 

13 学校給食法施行規則の一部を改正する省令 。

14産業教育調査規則及び学校設備調査規則の
一部を改正する省令

〔労働省〕

。

。

4 労働基準法施行規則の一部を改正する省令3. 23 
I 〔大蔵省〕

I 
12…預則の一部を改町る省令 3. 31 

号外34
規 制

〔人事院〕

I 
1ー2 －…改正する規則 2. 19 
1- 4 現行の法律命令及び規則の廃止の一部を

改正する規則
9-30 特殊勤勉手当の一部を改正する規則 。

10-2 勤務評定の一部を改正する規則 。

10-6 職員のレクリエーシヨンの一部を改正す
る規則 。

11-4 職員の身分保障の一部を改正する規則 。

14-8 職員が官職以外の職務又は業務に従事す



第74～76号 学

る場合の一部を改正する規則 。

1 0- 5  職員の放射線障害の防止の一部を改正す
る規則 3. 25 

2-3 人事院事務総局の組織の一部を改正す る
規則 3. 30 

2- 4 人事院の職員に対す る権限の委任の一部
を改正する規則

2 7 人事院事務総局の職制の一部を改正する
規則 。

訓 令
〔文部省〕

2 文部省所管旅費規則の一部を改正す る訓
令 2. 28 
事務局lと部を置く国立大学等を指定す る訓令の
一部を改正す る訓令 3. 3 1  号外 3 1

5 

〔大蔵省〕
3 国有財産総轄事務処理規則等の一部を改

正す る訓令 3. 30 
告 示

〔文部省〕
1 43 昭和 41年度に於いて使用する小 学校， 中

学校及び高等学校の教科書の定価を認可
した件 2. 9 
大 学院入 学資格指定の一部を改正す る件1 46 2 .  28 

官庁報告
〔文部省〕
昭和 41年度国立大学学生募集要項（富山大学など

tfJ 2 J羽校） 2 .  3 号外8
〔人事院〕
公示i 人事院規10則一2 及び1 0-6 K定め る人

事院の権限及び所掌事務の一部の 委任に
関し決定した件 2. 19 

グ 2 昭和 39年人事院公示第7号の一部改正に
関し決定した件 3 .  31 

事務総局 昭和 26年人事院公示第24号等の一部改公示 1 正に関し決定した件 3. 30 

学 内 規 則

富山大学教育学部附属学校規則の制定
富山大学教育学部附属学校規則を次のよ う に制定す る。

昭和4 1年 1月 17 日
富山大学長 横回嘉右衛門

富山大 学教育学部附属学校規則
（趣旨）

第1条 乙の規則ば，富山大学教育学部附属小 学校， 中学

校及び幼稚園（以下「各校」 という 。） に関して必要な
事項を定めるものとす る 。
（目的）

第 2条 各校は， それぞれ 学校教育法その他関係 法令の定
めると乙ろにより， 初等普通教育， 中等普通教育又は幼
児の保育を施すとともに， 学部I乙附属す る教育研究の機
関として，学部におけ る児童，生徒又は幼児の教育又は
保育に関す る研究に協力し，学部の計画lと基づき学生の
教育実習の実施に当たるものとす る 。
（修業年限）

第3条 各校の修業年限は，それぞれ 学校教育法の定める
ところによ る。ただし，幼稚園については2 年保育とす
る。
（学年，学期及び休業 日 ）

第4条 学年は，4月 1 日 l乙始ま り，翌年 3 月 3 1 日 lζ終わ
る。

第 5 条 学年を分けて，次の 3 学期とする。
第 1 学期 4 月 1 日 から8 月 311ヨま で。
第2 学期 9 月 1臼から1 2月 3 1 日 まで。
第3 学期 1 月 1 日 から 3 月 31Bまで。

第 6 条 休業 日 は，次のとおりとする。ただし，各校にお
いて特別の必要がある場合は，乙の限りでない。
(1）国民の祝 日
(2) 日 曜 日
(3）富山大学及び各校の創立記念日
(4）春季休業 4 月 1 日 から 4 月7 日 ま での聞に設け

る。
(5）夏季休 業 7 月 18 日 から8 月 3 11ヨま での聞に設け

る。
(6）冬季休 業 1 2月18 日 から翌年 1 月 1 3 日 ま での聞に

設ける。
(7) ザ：年末休業 3月 18日から 3年31 日 ま での聞に設け

ヲ’’�。

（教育課程）
第7条 各校の教育深程は， 学校教育法施行規則lζ基づい

て校長（幼1%闘にあっては凶長。以下同じ。）が定める。
（学級及び収容定員）

第8条各校の学級数及び収容定員は， 次のとおり と す
る。

（土竺J 学級数 ！ 塑員 ！ 入 学定員 同 定 員 ｜
小 学校 ｜ 1 2  ! 40名｜ 8 0名1 48 0名
ザ戸－！ 日 ？？ ｜ 一空_I�刃向1 2 I 351 －お －「九一
（入 学及び転入 学）

第 9条 入 学の時期は，学年の始めとする。 ただし，転入
学については， との限りでない。
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昭和4 1年 1 月一 3 月

2 入学を志願する者については， 各校において 選考 の

上， 校長が乙れを許可する。

3 転入学を志願する者についてほ， 定員に欠員がある場

合lζ限り， 選考の」二， 校長がこれを許可する乙とができ

（様式2)

国

報

富山大学教育学部規程の一部改正

富山大学教育学部規程の一部を改正する規程を次の

ように制定する。
昭和41年2月11日

保
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証
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昭
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教
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回

口
一勺

下←一 一
l教育心］迎合：：J」を

富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学教育学部規程の一部を改正する脱定

富山大学教育学部規程（昭和27年4月18日制定）の一部
を次のように改正する。

（別表Iの柿正）
日lj表I申「！てて事羽「｜ 「尺字二；問

I � ｜ ァ ｜引日イ＼、 ：N攻l r 
: � I ど7 1授業科 ＼ベ了引 ｜ し
1盤HlfilN_�I」 哩�金一ーとJ」

「「1---
1 「巧百[421

I 50 I 42 I を｜｜｜に，
L一上一一」 L」 」」

「医1�直」 lζ改める。

（別表Eの補正）
別表E付）及び別表J[（ロ）を別紙（1）のように改める。

（別表Eの見出し等の補正）
別表E教科名国mから教科名教育心理学までの各見山し

を， それぞれ「間話専攻」， 「社会！，�1：攻」 ， 「数学専攻」
理科専攻J . 「音.'.!i'i専攻」 ．「図凶工作 ・ 美術専攻」， 「体育
・保健体育専攻」， 「家庭専攻」， 「技術専攻」．「英語専

攻」， 「教育学専攻」 及び「教育心｝j'.学専攻」 に改める。
別表亜の各表中「1授業科目内 容リを「｜ 授業科目 ｜ 

る。

4 前2項の1'1\u;ifi手続き及び入学者の選考方法は， 別lと定
める。
（休学， 転学及び退学）

第10条 休学， 転学文は退学する者は， その理由を具し，

校長に願い出て許可を得なければならない。
（卒業）

第11条 校長は， 全課程を修了したと認めた者には， 卒業

証書（幼稚悶にあっては保育証書）を授与する。
前項の証書は， i儀式1及び2のとおりとする。
(j受業本｜等）

第12条 小学校及ひ、中学校においては， 授業料を徴収しな

い。 ただし， 入学を許可するための試験， 身休検査， 書

1日その他による選考等を行なうときは， 小学校lとあって
は300円， 中学校にあっては450円の検定料を徴収する。

幼ffti�ijにおいては， 入fi;\J不！として450F'J， 保育料と し

て年’拍3,600円を徴収する。

3 前2項lζ指げる費.Filの徴収については， 関係法令lζ定
めるもののほか， 富山大学学則中授業料等lζ閲する規定
を準用する。

（運日委員会）
第13条 第2条の目的達成lと資するため，！l付属学校連日委

員会を町く。
2 前項の運営委員会に関する規則は， 別lζ定める。

Urllfl1J) 
第14条 乙の規則中「入学」とあるのは， 幼稚l�i1において

は「入h:ii」と読みf午えるものとし， 転入学，·I�＇学， 転学

及び退学！とついても同様とする。

附 則
乙の規則は，1!!'3杭41年1月17日から施行し，II［－｛和40年4月1 Iヨから適用する。

乙の規則の改正は， ri付属学校運営委員会の議を経るも

のとする。

2 

2 

2 

」に改める 。

別表H国語専攻から家庭専攻まで各表の備J苓中「教科教

育法および教材研究」を「教材研究および教科教育法」iζ
改める。

（授業科目の名称変更）

別表R図面工作・美術専攻の表中「工芸製作及び型論」

を「工芸」に改める。 別表E教育学専攻の表中「初等教育

原理」を「教育原理」に， 「初等教育課程」 を「教育課

「初等教育心理」を「教育心理」に改める。

校 ； ＇.＜ I 
業

証

書

(!J 
昭 氏
和 名

年

月

本

校

の

全

課

程

イ彦

了

た

し

と

と

証
す
る昭

和

年

月

寄山
大：子教
育学部附
属

中小
学校長

第

Eコ』ヴ

占と；
3 

日
生をを日回



第74～76号

別表E教育心理学専攻の表中「教育心理学」を「教育心｜
理J Iζ， 「初等教育原理」を「教育原理」に改める。

（単位数の変動）

I� 4

」
lーの項申「町」

を「南1」
山。

別表E理科専攻の表地学の項中
「l地学実験I 121 I I」を「直亭実験1 121 121」に，
「！地形学141 121」を「｜地形学141 I I」

に改める。
（学科目の表示）

別表E各学科専攻の表の左に，それぞれ次表下欄のよう
に学科目の欄を加える。

：区：1国語｜社会｜数 学｜理 科｜音楽陣工話

草E賠！！誌i既！i�I�
下｜ ｜ ｜び幾何学

国文学｜地理学｜解析学刻化学｜器楽｜彫 塑び応用数

欄1書道｜法律学
経済学

生物学｜作
地 学

成
論
史一理

術…一
術
美一

構

美
・

州凶

体育 ・ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 保健体育｜ 家 庭｜技 術｜英 語｜ 教 育 学 ｜ 心 理 学｜
霊亙豆匡瓦旦住笠旦佳旦旦佳旦旦僅亙豆｜
体育実技｜食物 学｜木材加工｜英 語 学｜教 育 学i教育心理！

学
電
機
農

学

理

口氏

管

B

庭

被

家

li’

及
学
健
論
史

学
生
保
理
育

理
衛
校
育
休

生び
学
体・

気｜英 米文学｜教 育史I�達心理
：子

械 教育制度

業 教育社会
学

学

「ー----i言三喜学概論 ： 21下TI寸 引！ ！国語 概 論i 2 1 21 1 21 I I 
｜国語学：冨富一石話 ；m二互こ Ill\ Iζ改める。
I i国語 演 習：4 1 ト三イ 2直言肩百！｝講義l τー「一寸 互｜」

別表E数学専攻の表中「｜数学概論｜数学概論i」を「に二
墜豆亙語i」lζ改める。

別表E英語専攻の表中「i言語学言語学概論；21 l 2 I リ
の項を「｜ l言語学概論12i J 21 I」に改め， 「医宣
学｜英語音声学14百下下｜」の項の前！と移す。

別表E中教育学専攻及び教育心理学専攻の表を，それぞ
れ男脱出2）のように改める。

（見lj表lVの補正）
別表町の見出しを次のように改める。
別表lV（別表 直各免許状教科以外の教科及びその他の

1免許状取得のための開設授業科目
「 一 「｜教育職員免許法｜

同表中｜授業科目｜内 容i を ｜施行規則で規定｜ 関係一一一一一一」 ｜する専門科目 ｜ 

竺�」山。

附 則
との規程は，昭和41年2月11日から施行し，昭和39年4

月1日から適用する。ただし，昭和35年度以前の入学生に
ついては，なお従前の例による。

別紙（1)
別表＂［（イ）教科専攻の学生のための教職科目

料目｜授 業 科自国型；＼鼎

、2
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2 
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学一育
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育
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4 2 

4 
dωt

必4，

4a，

学
学
学

理
理
理

心
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心

児
童
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幼
児
青

達
学理

発
心

達
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発
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昭和41年1月一3月

計 46 計

英語科 教育
報

備考指定以外のものは選択単位として認定する。別紙（2)別表E教
計

学校教員課程｜選必

131 

l_J �日i i I �I -I 

攻

開 設 養学科 目 Z士J呪ζ 業 不｝ 目 単 位 J 教育原理 4 ' 教育学演習 4 教 育課程 2 教育学 教育学教育方法概説 2 学習指導 4 生活指導 2 視聴覚教育 2 1教育学特別講義 4 4 教育史教育史西洋教育史 4 教育哲学 2 教 育行政 2 教育法規 2 l教育制度 教育制度 学校管理 2 学級経営 2 教育財政 2 教育社会学 4 2 図書館学 4 
j主理事｜時

4 4 2 4 

専J、 ，子育
中学校 教 員養成課程

障を｜関目11言
葉？門I 2 I �1·:41�i I 3 
ザ菱I 3 I是認盟I 4 
器引2 I開予言I 3 

－－－��I 2 I ；＂�11 4 
i 音楽科教 育 ｜ 議ff·��－121言問i 13 
! _ ＿＿：術 科教育 I ＇�伊 I 2 I言�f1:4r'13 

｜ ｜野間I 3 

f 究 l 2 1t12
？中�I 2 I t科竺！ I l 計的I 3 家庭科教育｜警察ft�W / 2 ／詐�4i�i 13 

小学校教員養成課程

保健体育科

授業科目

別表E （ロ）
程

国語科教育
数学科教育

育
社会科教育

書道科教育
育
＂＂＇宣之
円

教

休

科

健教

各科教育

l＇.� 

イ足

科
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別表E

教 育 心 理 学 専

fj" ζ 業 科 目

教

計 97 
46 

,,,..,, -r 

富山大学工学部規程の一部改正

富山大学工学部規程の一部を改正する規程を次のように
制定する

昭和41年2月11日
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学工学部規程の一部を改正する 規程
富山大学工学部規程（昭和25年12月15日制定〉の一部を

次のように改正する。
別表（1）中「工業化学科（化学工学を専攻する者の授業科

目 及び単位数） 」の表の見出しを 「化学工学科」に改め，
同表を生産機械工学科の表の次に移し， 同表中「工業計測
」を「計測工学」に改める。

別表（1）生産機械工学科の表中「l金属工学概論I 3 I 
｜鉄鋼材料学l 3 i 

「j I ｜ 金属 組織学I 4 ! 

1非鉄材料学 I 3 I」

を ! I lζ改める。
金 属 材 料学 I s；」

附 則
ζの規程は， 昭和41年2月11日から施行し， 昭和40年4

月 1日から適用する。ただし， 昭和39年度以前！と入学した
工業化学科（化学工学専攻） の学生については， なお従前
の例による。

富山犬学における出納官吏等の

官職指 定に関する内規の制定

宮山大学における山納官吏等の官級指定 ｛ζ関する内規を
次のよ う IC: jj;IJ定する。

｜！日和41主ド3月3日
宮山大学長 横田嘉右衛門

富山大学における111＼納官吏等の官職指定lζ関する内規

（目的〉
第1条 ζの内規は， 文部省会計事務取抜規程（昭和38年

文部省訓令第1号）節29条の規定l乙基づき富山大学（以

下「本学」という。）｛乙悶くill納官吏等の官職及びその

事務の範聞を定めることを目的とする。

（宮犠及び事務の範囲）

第2条 本学に置く出納官吏等の職の区分は， 次の各号の

とおりとし， その指定官職及び所掌事務の範囲は， 別表
1から別表3までのとおりとする。

(1） 資金前渡官吏及び 出納員
(2）収入官吏及び分任収入官吏
(3) 歳入歳山外現金出納官吏

（命免の記録）

第3条 前条に規定する出納官吏等の指定官職命免の記録
は， 予算執行職員の補助者の命免に関する通知（昭和36
年10月17日文会総第436号）に準じて， 会計課総務係で
行なうものとする。
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昭和4 1 年 1 月 － 3 月報

附 則
乙の内規は， 昭和41年4月1白から施行する0

7JiJ表1 資金前渡官吏及び出納員

富山大学における一般競争参加資格審

富山大学にお け る一般競争参加資格審査員等の官職指

定 に関する内規を次のよ うに制定す る 。
昭和41年3月3日

査員等の官職指定に関する内規の制定

一め受管

川一
たを
保

｜一
る
渡
納

範
子
前
山

の一
花 、
め
の
J

f
一
担・
刀
長一

五一文官資一
与
山
た

給
文
け

：資金前渡官吏とし！部局等名 ｜て指定す る官！犠 ！ 
i 事務局及び学｜生部 ｜ 出 納 係 長 i

富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学に お け る一般競争参加資格審査

員等の官職指定lと関する内規
（ 目 的 ）

事務の範囲
当該学部lと属する給
与金の出納保管。た
だし， 附属学校l.l\納
員lζ係るものを除く
問属学校lζ属する給
与金のU\納保管

出納員として
指定する官職

長係計

第1条 と の内規は， 予算決算及び会計令 （ 昭和22年勅令

第 165 号 以下 「政令」という。 ） その他関係法令等の定

イ壬主務

め る ところ に よ り ， 富山大学 （ 以下「本学」 という。 ）

において行なう一般競争参加者の必要資格を定め る た め

本学lζ置く：；£；査員等の官職及び事務の範聞を定め る 乙 と

附属図書館lζ属する
給与金のii＼納保管

属
保

f」
山内
BU
ムV14

期間
けμ

川わ子
の

大
金

期
与

短
給

川出
る

経
す
管

長

長

係

whh

 

Iz－－

 

務

務

土品，、

主込山

を目的とする。
（官職及び事務の組問）

第2条 前条lζ規定する諸：査員等のi般の区分は， 次の各号－
のとおりとし，その指定官職及び所主主事務の純出は，）JIJ
表のとおりとする。
(1）審査員
(2) 資務審査委員
(3）意見の表示義務者

（命免の記録）
第3条 前条lζ規定する詐査員等の指定官l1龍命允の記録

は， 予算執行職員の補助者の命免lと関する通知（Ii肝日36
年10月17日文会総第436号） fζ準じて， 会計謀総務係で
行なうも のとす る。

附 則
乙の内規は， 昭和41年4月1日から施行する。

別 表

L一一一一111立士職の名称 ｜ • i 事務の範囲
｜する官 職

一

季
吏い二 ili－－
刺UU
斗
則
」 i属

一
羽一入’官
く
二

川
一
る
だ
入
除一

る

一
に
納

一
引一
政
L

以
尚一
－
U一げ
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川川
崎一
げ
一
湖
淑

一

1一
と
た
似
を一
一

1
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M

OU
E
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一

今¢

一
の
一すた任の二
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納
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に一納一一民全

一
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凶
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も

二
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M
収
絞
る一

校
以
一

期
入

一
志

疋
納
の
る
ご

忍一
年
の
学
係一
学
の一
一短
歳

一

事
一
学
収
等
係
二

本
一該
金
制
皇

居
金
一
川川
る

一
：

十本
の
部
K一

一

一
当入附
吏一
附
入
一一絞
す

交
下4111一…ーペム！ーー十｜｜十｜｜

四
一日
除一

長
一
目
減一

長
一

任一

長

収吉田一
係
一一斐官一
係
一主一係

：
－

Z

一

一
宮
る一

刊一吏る一

i
一一入す一

一

一

官
す一

対

一
一
K
E一

計

一

務
一

日
以一
入
定一

一
一
到
出一

一

一

及
一文旨一

H
一一（

t一
会

．計一

U
一
4
t一

一
一
分

て一

一

官一

「J二
｜一一

一
切一
之一
三

一

一

必
つ

一
一

一

fE

一

士U
－

A
つ

入一
弘一
、一
二
つ一

一

一
た

収
一
紘一

町

二紘
一

一
学
一
肱

一

局
一

局

二

局
一

一

号

一

短

円以
一
部一
務部一一
部一

一
f一

設

服
一

「
川凶L

「
一

学

一
附

一

併

｜一｜学 部会

＇－�·土竺l事｜…書館
｜併設短期

歳
管
入
吏o
一

委
管
一
属
会
納
一
属
山
一

入
保
政
官
く一る保

一
に
全
山
一
に
の
一

一
歳
納
の
納
除一
す納一
）
安
の
一
部
金

一る山等山を一民山一凶校金一学起一

一
す
の
部
金
の
一
に
の
一

（学
付
一大
経
一

一

間
金
学
現
も

一

部
金
一
校
本
給

一期
任

一

一

に
到
し
外
る

一

学
別
一
学
日
の

一
短
委
管一

一

学
外
だ
山
係
一

該
経
一
該
る
ら
管一
営
る
保一

一
本山山
た
歳
に

一
当
任一
当
す
か
保一
経
す
納

吏
一
金
て

一

長

一

長
←

長
一

長

官
一
現
し
倣一

一

一

国

一

納
一
外
と
官一

係

一

係
一

ま

一

係

臼
E在3一

一

一

一

金
一劇
間一下一

納

一
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又
一
務

現
一
入
納
定一

一

一

長

一

外一
歳
出
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一
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一

総

山
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r
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学
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部

校
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学

掛

即

一

学

一
駄

局

一

一
短

務部
一

一
設

事生一
一

一
併

事務の範四部局等名

別表3

の
大
よ
査
長一
示

項
部
に
等
学
表

ieX
絡
の
の
の

部
き
資
項
、ハ口
見

条
づ

た
2

場
窓

口
基
め
第
う
る

第
に
定
条
な
す

令
定
が
同
行対

政
鋭
臣
り
を
に

長

長

局
fぷ

志7事

会門同門五会初E山 ．ρ斗4て子

長;·m ，；：；マミ設施

附属

の
大
ょ
を
担
見

項
削仰
に
査
約
意

4
文
終
答
契
る

第き
資
の
の
す

条づ
た
項人口
対

白
基
め
同
場
に

第
に
定
条
う

等
示

令
定
が
同
な
官
表

政
規
臣り
行
当
の

長会
資格審査委員 ｜ 施

｜ 会計課課長補佐

長

：果
18

 

FL
 

計

設
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第74～76号

事務 局 長 規
者

政
臣

�

り

求
対

令
定

が
を

指
指

第
定名
名

す

t指

め

ζ某鏡

9
め名

に
た

る

6条
づ

場
意

争
す

聞

た
基

第

参
す

合
見

き
る丈

準
加

の
に

の
る

1 噴

意
表

都賢Kあ

大
格

見
長

の
よ

た示意義見務の 表 者示｜｜｜ 会ム 計課 長

施設課 長

富山大学文理学部規程の一部改正

富山大学文理学部規程の一部を改正する規程を次のよう
に制定する。

昭和41年3月15日
富山大学長横田嘉右衛門

富山大学丈理学部規程の一部を改正する規程
富山大学文理学部規程（昭和26年9月 7 日制定）の一部

を次のように改正する。
第 5 条第 2 項中「附表」を「別表」に改める。
第20条及び第24条中「第14条」を「第14条の規定」に改

める。
節目条中「「学則第67条による」を「学則第67条lζ規定

するJ lζ改める。
別表理学科生物学専攻課程専攻科目欄の必修科目の項中

「生態学4(2）単位」及び「生態学実験4(2）単位」を削り，
同表同欄選択科目の項の「応用生物学4単位」の次に「生
態学2単位J及び「生物学特論2単位」を加え， 「応用生
物学実験2単位」の次に「生態学実験2単位」を加える。

附 艮lj
乙の規程は，昭和41年4月 1から施行する。 ただし，昭

和4 0年度以前から専門教育課程に在学の者 については， な
お従前の例による。

富山大学経済学部規程の一部改正

宮山大学経済学部規程の一部を改正する規程を次のよう
に制定する。

昭校41年3月15日
富山大学長横田嘉右衛門

富山大学経済学部規程の一部を改正する規程
富山大学経済学部規程（昭和29年4月 6日制定）の一部

を次のように改正する。
別表（1) （見出し及び備考を含む。）中「講座」を「学科

目J Iζ改め，同表学科目の欄中「経済学1」を「経済学J
l·C, 「経済学2」を「経済史」lζ， 「経済学3Jを「経済
政策」に ， 「経済学4 」を「財政金融論」IC, 「経済学5
」を「統計学」iと，「経済学6 」を「経済地理学」に，「
経古学1 Jを「経営学」に，「経営学2」を「尚学」に，
「経営学3 」を「簿記学」に，「経営学4 」を「会計学」

に，「法学1」を「憲法」に，「法学2 」を「民法」lζ，
「法学3」を「i内法」に改める。

1別表問中円一旦」
」を「｜ 計
める。

附 則

学

18 I 76 I 
18 I 12 1」 に改

ζの規程は，昭和41年3月15日から施行し，昭和38年4
月 1 日 の入学者から適用する。

富山大学工学部規程の一部改正

富山大学工学部規程の一部を改正する規程を次のように
制定する。

昭和41年3月15日
富山大学長横田嘉右衛門

I －工学部臓の一部を一規程
富山大学工学部規程（昭和25年12月1 5日制定）の一部を

次のように改正する。
第17条中「学則第67条第1項」を「学則第67条第 1：項の

規定」に，「学則第68条」を「学則第68条第1；項の規定」
iと改める。

別表（1）の各表中「体育」を削る。
別表（1）電気工学科，機械工学科及び生産機倣工学科の各

表中「応用物理」を「応用物理学」に改める。
別表（1）機械工学科の表中「原子工学」を「原子力工学J

K改める。
別表（2）工学手放科教育課程の表中「応用物理」を「応用

物理学」に改める。
附 員lj

乙の規程は，昭和41年4月 1日から施行する。ただし，
昭和40年度以前に入学した者・については， なお従前の例に
よる。

富山大学電気工作物保安規則の制定

富山大学電気工作物保安規則を次のように制定する。
昭和41年3月15日

富山大学長梢旧議右衛門
富山大学電気工作物保安規則

（趣旨）
第1条富山大学（以下「本学」という。〉における電気

工作物の工事，維持及び運用に関する保安を確保する た
め，電気事業法（昭和39年法律第170号）第74条第 3 項
において準用する同法第52条第 1：項の規定lζ基づ

き
，ζ

の規見ljを定める。
（他の法令 との関係〉

第一の電気工科 … して … 
和23年法律第186号） ・建築基準法（昭和25年法律第2 01
号）及びその他の法令又は乙れに基づく特別の定めのあ
る場合を除くほか，乙の規則の定めるところによる。
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報

第3条 乙の規則を実施するため必要と認められる場合に

は， 別lζ組｜則を制定するものとする。

2 との規則の改正Xは前項！ζ定めるおu則のあlj定若しくは

改 正にあた っては， あらかじめ主任技術者の参闘のもと i同案し，これを決定するものとする。 ｜ 
（保安業務組給）

第4条 電気工作物の工事， 維持及び運用lζ関する詰任の

所在並びに電気工作物の工事， 維持及び運用に関する保

安業務（以下「保安業務」 という。 ） を執行するための

組織構成は， 次の各号 l乙定めると とろによる。

(1) 学長は， 保安業務を総括管理する。

(2) 主任技術者は， 法令及び との規則lと基づ く保安業務

の監督の職務を適格に遂行するために， 施設課長の職

にある者をもって充てるものとする。

13) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職

務の執行ができないときは， 施設課の課長補佐をもっ

て職務を代行させるものとする。
第5条 保安業務の分掌及び保安業務を円消lと遂行するた

めのfGf軍命令系統及び連絡系統並び、lζ主任技術者及び電

気工作物lζ係る保守業務に従事する者（以下「補助者」

という。〉は，月IJ表部1によるものとする。

（管担任者の義務〕

第6条 郊4条山1－日の制定lζより｛��：交業務を総j'{i管理す

る 当寸ミ（以下 「管迎者」 と い う 。 ） は， 電気工作物lζ係

る保女：J－＿次の各号lζj{olけ’る＇｝i項を決定し， 又は実施しよ
うとするときは， 主任1土術者の意見を求めるも のとす
る。

(1) 年度計）＠Iζ関する�J;:lJi
(2) m大な事故lζ関する＇H項
!3) 災当対策に関する事項

(4) 電気工作物の建設工事の計聞に閲する事項

2 管問者｛ま， 法令lζ誌づいて行な う所管官庁；ζ提山する

書類の内容が保安業務に関係ある場合には， 主任技術者

の参画のもとに立案し， 決定するものとする。

3 管理者は ，所管官庁が法令に以づいて行な う検査 Iと は ．
主任技術者を立ち合わせるものとする。

（主任技術者の職務）

第7条 主任技術者は， 管理者を補佐し， 保安監督の業務

を処理する。

2 主任技術者の保安監督の職務は，けくの各号lζ掲げる事
項について行なうものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に閃する とと。

(2) 電気工作物の工事lζ関する乙と。

(3) 電気工作物の保守に関するとと。
(4）電気工作物の運転操作に関するとと。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6） 保安業務の記録lζ関すること 。

(7）保安用器材及び書類の整慌に関する とと。

昭和41年 1 月 一 3 月

3 主任技術者は， 電気工作物の保安に関して前項の職務

以外の職務について管理者から意見又は実施を求められ

た場合には， 自己の意見を具申する乙とができるものと

する。

（保安教育及び訓練）

第8条 主任技術者は， 電気工作物の工事， 維持又は運用

に従事する職員に対し， 必要な技能に関する教育を行な

うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等

について必要に応じ指導し訓練を行なうものとする。

（工事の計図及び実施）

第9条 主任技術者は， 電気工作物の安全な運用を確保す

るため， 主要な保修工事又は改良工事について計図し，

又は実施しようとする場合には， あらかじめ管理者の承

認を求めなければならない。

2 工事の実施にあたっては， 当該工事の内容に応じ作業

責任者を選任し， 主任技術者の監督のもとに乙れを施工

するものとする。

3 工事を他の者に請負わせる場合には， 常に戸任の所在

を明確にし， 完成した場合には主任技術者が乙れを検査

し， 保安上文障ないことを確認して引取るものとする。

（巡視， 点検及び測定）

第10条 保安業務のための巡視， 点検及び測定の基準は，

別表J;i'S 2により行なうものとする。

2 主任技術者は， 巡視， 点t!i！及び測定を行なうにあたっ

ては， あらかじめ実施計画を作成し， 管沼！者の／j＼認を経

てこれを実施するものとする。

(JjJ故発生の防止）

第11条 主任技術者は， 事故その他異常事態が免丘二した場

合lとは， 必要に応じl臨時lζ精密検査を行ない， その原因

を究明するとともに再発防止に遺憾のないよう拍ii＇；＇.する

ものとする。

（運転Xは操作〉

第12条 電気工作物の運転又は操作にあたっては， 機探の

性能及び取扱い方法を熟知し， 常？と安全碓実lζ行なわな

ければならない。

2 主任技術者は， 電気工作物を安全昨実に述）j1手メは操作

するため次の各号lと掲げる事項について定めておかなけ

ればならない。

(1）平常時及び事故発生時における運転又は誤作航時及！
び運転方法並びlζ指令系統及び連絡系統

(2）受配電SI， 電路等における監視
(3) 経微な事故の修理， 使用停止又は使用制限等の応斗

措町並びに報告又は連絡要領

(4）緊急時lζ述絡すべき事項， 連絡先及び連絡方法 ー
3 しゃ断器， 開凶器その他必要なものについては， 5JiJ:乙 i

電力会社との問lζ締結しているととろによる。 E 

（防災対策）

第13条 非常災害時その他の災害にそなえて， 電気工fi：物
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第74～76号

の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の
事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指倖命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備

第14条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保
のための指弾監督は， 主任技術者が行なうものとする。
（記録）

第15条 電気工作物の工事，維持及び運用に関する記録は
別lζ定めるととろによるものとする。

（責任の分界〉
第16条 電力会社又は他の者の設置する電気工作物との保

安七の責任分界点は，各需給地構内第1号柱lζ設置した
開閉訴の電源測端子とする。
（危険の表示）

第17条 主任技術者は，受電室その他高圧電気工作物が設
置されている場所で危険のおそれのあるととろには，注
意を喚起するため適宜表示そしておかなけれ ば な ら な

（手続書類等の整備）
第18条 主任技術者は，関係官庁， 電気事業者等lζ提ll＼し

た書類及び図而その他主要文書又はその写は，必要期間
保存しなければならない。

附 則
乙のtJ�HIJは，昭和41年3月15日から施行し， 昭和40年9

月30日から適用する。

別表沼2 巡視，点検及び測定の基準

学

｜ 別表第 1 保安業務の組織図

I （事務局長）一｜（主｛壬JI l一本 部施設： 課長｛ ！雨｜一副
l ｜ 学 部 ；二 ！ 事務長（＋南助｜ ｜ （学部長） 一一一－； ; 者） 

｜ 学一I 

（図書；館長）i 長 i一 F付
！ 併設短期大学 ： ！干豆長（補助者 〉 ! （ 短期大学主事）一一一一＼ I 

（注） 一一ーは， 指飾命令系統
は， 関連業務の系統を示す。

保安業務の分掌
1 施設t謀長は， 上司の命を受け，所属職員を指持して，

次の保安業務を処理する。
(1）受電及び配電設備の運転作業
(2）改修工事の手続
(3）巡視，点検及び測定作業
(4）工事の施行殴督
(5) 図面及び書類の接出
(6）事故管姐

(7）記録
2 各部同等の長は，との規則lと定めるもののほか，富山

大学国有財産取扱規程及びその他学内規則の定めるとと
ろにより， 当該部局等の保安業務を処理する も の と す
る。

絶縁油耐圧試
験 ｜

必要により動 ！
作特性

- 10一



報 昭和41年 1 月 3 月
｜ ｜ 母 線 ｜ I I i 1 I 1 年l 母線の高さ ， I i I I 1 ! 1 年i 絶縁抵抗測定
i I : I i I I ｜ た る み ， 他物 ！ i I I I I I I i I I ！ と の郎隔距蹴 ！ I I I ! 
I i ’ I I I I i ， 腐食 ， 損傷 ！ ! I I ' ！ 設 ！ i I i I I L 過熱 ! I I I i ; 
I f 1 I : i 2 1 1 年！ 接続部分ク ラ i I I I i I 
I I ! I i ! ； ンフ矧の腐食 i i I I i I I l I I : i ゆ る み I I I I I i I ! : I ｜ 損傷 過熱 l I I i i I I i I I : i i l I I i , I 

! I r I ! : 3 1 ， 年， がい し 知之持 ！ i I ! I I I I I : ! ! l 物の腐食 ， 損 i I ! . I I i ; I i ; i ｜ 傷 ， 変形， 1 � t 1 I I I I I ｜ ： ！ ！ ！ るみ I i I i j I i 
I ｜ 受 電 用 i 1 i 1 月 i 本体の外部β i 1 I 河 川崎限， I 1 J s 年｜ 内 副�て ！ 1 1 1 年｜ 絶縁j沃抗雌 ｜

｜ ｜ ｜ l 検 ， 漏討1 . r'1} i I ｜ 腐食 ， 発仇 I I ｜ 点検 （ コ イ ； �， l I I ｜ 変 圧 誤 ； ｜ ！ 損 ， 振動， 音 i I ｜ ゆ るみ ， （I］損 ！ ！ ｜ 技続部 リ ー 1 ! ! I ｜ ！ 特 ， 温度 i I ill!量 I i ｜ 線 ， 鉄心その i 2 ! 2 年！ 接地抵抗測定 ｜I i I I 1 I I 山） I I I 2 I 1 {f-1 仙川） 1 I I I I ！ 山町 iI I 点検 J I I 3 ! 3 年 段 ｜ 
引 取 用 l 1 i 1 n ： 外部の損傷， ! 1 i i 年！ 各部の損白， : I I : 1 I 1 年： 絶絞抵抗測定 i. ! I i 腐食， 先錆， i i i 限公， 絞触， ： ｜ ｜ ！ ｜ ｜ ！ ： 変 成 時 ｜ ｜ ｜ 変形 ， 汚損， ! ! ｜ 発競 ， ゆ る み I l ! 2 I 1 年： j主治虫抗測定 j

i i I I ii:il ！ ｜ i ヒ ユ一 ズの異 ； ! I l!J損’ ヒ ユ 一 i ｜ ！ 』 , I : I I 1 常 ， そ の他店、 。 ｜ ｜ ズの異’訂 i ! ' i ! ! 1 要事項 i I ! i : I i I I I I i 2 I 昨． 接地紋州司i i : I I 1 I I I I 1 i I i 点検
I ! ! l I ! 1 企 示 ��； I 1 i -1 月 ； 外部の損傷， ＼ 1 i 1 割 高の長江 ： t I -- ー？戸�r＊���可.L；ι1I ! I ｜ き れつ ， ゆ る ｜ ｜ ｜ き れつ ， ゆ る 。 : ! I I I ! I ! ' ！ み ， 汚損 ： ： ｜ み ， 門担， ス ! i i 2 1 1 年！ 接地J.!1f;'L測定 l

' ! 1 ン ノ f ウ ン ト の I • ! ! 

! I I · 

i i ｜ 異常 : I I ! l 
I I I ' I i 抜地紋j版部 i ! I I , 
i .. - · ___ : _ _J __ I ＿一一一一一一 j三J_l_!L竺 ー 一 一一！_ _J J一一一＿_j_ _ _L」一一一一一｜

I "' ll dl! i I 1 1 JJ ' l\1:11�異常 ＇ I I I 山線のじ ： 1 ! 2 
i I 

i

表Jドよrの奥；常 i l んあい . ？与損 ！ ｜ ｜ 過非A ’ ゆ る み ｜ ｜ ｜ I I : ! I I j品烈l ， ゆ る み ！ ！ ｜ ぽ「線 ， 技触， ! 2 1 1 年； j主地JKJ立測定 ｜! 2 i 1 )� ： 探 f'I： ， 切絞！｜］日 i ！ ！ 的I白紘 ! i ｜ 脱務 ｜ ｜ ｜ ｜ 
i i l : ?i::i�忘f�� 2 1－年 ！ 抜地側主続出i i 2 1 2 年 ｜ 端子配線1（］：号 I 3 1 1 年i E害賠？；��の
！ ｜ l 要 ；·J.i：項 1 I ｜ 点検 ! I I I ! I ! j I i : I I : : I I 4 J 2 斜 計器較E， シ! · . I I : I I I I ｜ ー ケ ンス試験

1 1--f��TJ:竺�l ＇百五戸寸「���刑 と ｜ ソ面�I｜ ぺ • I l 同 じ ｜ ｜ 同 じ ｜ 同 じ ｜ I u:J i羽山知 i I I ! I I I I I I ｜ 配 ｜ 配 電 用 ！ I : 1 I 1 年！ 交電設的川 と i ｜ ｜ 受電設備用と ｜ l i 受電設備JH と 1! 1 変 J五 郎 ｜ ! . I ｜ 同 じ ！ ｜ l 同 じ I i l 同 じ I I I ! I : I l ! I I I I I I 
l 電 ｜ 電線及び i 1 1 1 n i 電線の高さ及 I 1 1 1  if！ 蹴 ， 腕木， I I I I 1 ! 1 年 ！ 絶縁抵抗測定 i品 持 物 l I ｜ び他の工作物 1 j 1 が い し ， 文 1 I I I I i I 

設

i I ｜ ， 樹木との距 ｜ ｜ ｜ 線 ， 支柱 ， 保 ｜ I I I I i I 
! I I W� I I ｜ 護網などの損 l I i I I I I I I i i I ｜ 似腐食 I I I I i I I ; 2 1 1 月 i 標識 ， 保護さ ｜ I I I I I I ! i I ｜ ｜ く の状況 I 2 1 1 ＆円 電線取イ、j状態 ｜ l I I I I I 

仙 ｜ ケ ーブル i ! i ! 1 i 1 年｜ ケ ー ブ ル 腐 ｜ I I I 1 I 1 年！ 絶縁抵抗測定
\ , I I ! r 1 食， き れつ ， I I I i I I I ! ! I ｜ 損傷 ! ! I 1 i 
I i I I ! I i I i I I I l I ! i I I I I I I I I 
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富山大学学則の一部改正 ！ 
富山大学学則の一部を改正する学則を次のように制定す ｜

る。 ｜
昭和41年 3 月 初 日 i 

富山大学長 砧田 嘉右衛門
富山大学学則の一部を改正する学則

富山大学学則 （昭和25年 1 月 20 日制定） の一部を次のよ
う に改正する 。

第3 条 中 「本学創立記念日」 を 「本学創立記念日 5月31
日」 に改める。

第5 条薬学部の項中 「薬学科」 の次l乙 「および製薬化学
科」 を加える 。

第14条 中 第 13条第 1 項lと より」 を 「前条第 i 項の規定に
より」 に改める。

第19条を次のよ う に改める。
第19条 次の各号のーに該当する者は， 前条の規定にかか

わ らず各学部の定めると と ろ に より， 当該教授会の議を
経て入 学を許可する こ とがで きる。
(1) 学士の称号を有する者
(2） 本学の退学者で再入 学を志願する者
(3） 他大 学の学生で転入 学を志願する者
(4） 短期大学または高等専門 学校の卒業者で編入 学を志

願する者
第20条及び第21条を次のように改める。

第20条および第21条 削除
第31条を次のように改める。

第31条 授業料は， 年 1 2 . 000円 と し ， 次の 2 期lζ分けて毎
期6 . 000円ずつ納付するも のとする。
前期 （4 月 1 日 から 9 月30日まで 〉 4 月 市納付
後期 （ 1 0月 1 日 から翌年3 月31日まで 〉 1 0月 中納付

2 前項の規定にかかわ らず， 昭和37年度以前の入 学者の
授業料は， 年額 9 , 000円 とする。
第35条 第 1 項 中 「検定料と し て金 1 .500 円 」 を 「検定料

3 , 000 円」 K. , 「入 学料 と し て金 1 ,500 円」 を 「入 学料
4 . 000 r1J」 に， 同条第2 項 中 「転入学， 編入学， 再入学ま
たは学土入学」 を 「編入学， 再入学また は 転 入 学」 に，
「転入学等」 を 「編入学等」 に改める 。

第50条 中 「小学校教員養成課程 100名 370名 を
中学校教員養成課程 50名 275 名」

「小学校教員養成課程 100名 380名
中学校教員養成課程 50名 250名」 に，

「薬学科 80名 320名 」 を
「薬学科 50名 290名

. I乙，製薬化学科 50名 50名」
「工業化学科 40名 220名 J を

; 「工業化学科 40名 200名 」 lζ，
I 「生産機械工学科 40名 1 20名 企

化学工学科 40名 40名」 古
「生産機械工学科 4 0名 160名

に改め る 。化 学工 学科 40名 80名」
第56条中 「経済学専攻科 経理経営専攻」 の上に
「教育専攻科 教育専攻：」 を加え る 。

第58条 中 「経済学専攻科 経型経営専攻 1 0名 」 の上lζ

I 
「教育専攻科 教育専攻 5 £j �1JDえる

第59条を次のよ う に改める。
第59条 専攻科に入学する ζ と ので き る者は， 学校教育法
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昭和4 1 年 1 月 一 3 月

「

l乙

生産機械｜ 切削加工， 工業計測， 塑性加工，工 学 科 ｜ 制御機器
化学工学｜反応工学， 拡散単位操作 ， 機械的
科 ｜ 単 位操作

制） ｜ 応用物理学
」

改め る 。

附 員lj
1 乙 の 学Jl!J( 改 正）｛ま ， 昭 和 4 1 年 4 月 1 日 か ら施行 し ． 昭和

4 1年度の入学者から適用す る 。 ただし， 第 5 条及び第50
条の製薬化 学科 lζ 関す る 規定並 び に 別表第 1 の改正につ

いて は ， 昭和41 年 4 月 5 日 か ら 施行 し ， 昭和41 年 4 月 1

日 か ら 適用す る 。

2 昭同41 年度以前に入 学す る 者の選抜lζ 係 る 検定料の額

は ， 第35条節 1 項， 第62条 ， 節目条第 2 項及び第67条第
4 項の規定に かかわ ら ず， な お 従前の 例に よ る 。

第12回 評 議 会
（議題）

富山大学教育学部附属学校規則 （案） について

41 年度富山大学大学院薬学研究科入 学者第 2 次募集 lζ

ついて
工学部の古．招集中移転問題について
第13回 評 議 会 （ 2 月 1 1 日 ）

（議題〉
宮山大学教育学郎規程の一部改正 （案） に つ い て

富山大学経済学郎規程の一部改正 （案） に つ い て

宮山大学工．学部規程の一部改正 （案） に つ い て

40年度卒業式並び、 に4 1 年皮入学式に つい て

4 1 年度入学者選抜基準について

4 1 年度富山大学科学教育研究室案内 に つ い て

高専並び に短大卒業者の編入学に つ い て

4 1年度富山大学学生募集要項の一部補足について
第 3 回 協 誠 会 （ 2 月 1 1 日 ）
（議題）

富山大学附属図書館長の 選考 について

第14回 評 議 会 （持廻 り ）

（議題）

1 .  41年度富山大学教育専攻科学生募集要項 （案） 並びに
入学案内 に つ い て

第15図 評 議 会
（議題）

教官人事につ いて

4 0年度富山大学卒業生及び修了生の認定につ い て

富山大学文理学部規程の一部改正 （案〉 に つ いて
富山大学経済学部規程の一部改正 （案） につ い て

3 .  

第57条第 2項および同法施行規則第70条第 1 ：明ζ定める
資格を有す る 者 と し ， そ の入 学許可は 選考の上行な う も

の と す る 。

第62条を次の よ うに 改め る 。
第62条 専攻科の授業料等は， 次のと お り と し ， その徴収

方法に つ いては ， 第、 6 章の規定を準用 す � c

授業料 年額 1 2 ,000円

検定�4 3 . ooo円
入学科 4 , 000円

第92条の 2 中 「専攻科生」 を 「専攻科の 学 生」 Iζ 改 め
る 。

第64条中各号列 記以 外 の 部分を次の よ う に 改める 。
第E4条 専攻生と し て入 学す る ζ と の で き る 者は， 次 の 各

号のーに該当す る 者 と し ， そ の入 学許 可は各学部教授会

に お い て選考の と行 な う も の と す る 。

節目条 冴5 2 項 rj:1 「検定料 と し て金750円」 を 「検定料 1 . 5

00 円」 に， 「入学朴と して金750円」 を 「入学科2 ,0DOPJ」
に改め る 。

気%7条 9(� 1 項 及びW68条 ?H l 項 中 「各学部に お い て ，

考の ！二」 を）jlj る 。

第67条 %＼ 2 項を次 の よ う に 改め る 。

2 聴講生と して入学す る と と ので き る者は， ttm条の各
号のーに該当する者と し ， その入学許可は各学部教授会
において選考の上行な う も のとする 。
同 条 仰 3 項 中 「授 業料 と し て金400円」 を 「t＇. 業料400JIJj IC ， 同条第4 項中 「検定料 と して金 750 円 」 を 「検定料

1 , 500F!J」 l乙 ， 「入学料と して金 750円」 を 「入学料 2 , 000
円」 に改め， 同 条第 5 亨1を削 り ， 同条卸 6 亨1を同条 河� 5 項

報

諸

( 1 JJ 1 7 日 〉

i主 主�� 匝筑

2 .  

選

41’

nノι

内ぺU

凋4e

phd

と す る o

i'n68条中 「第 6 項の規定」 を 「第 5 項 の 規定」 に 改 め

6 .  

7 .  
8 . 

る 。
釘&72条 郊 2 項 中 「月 額金」 を 「月 額」 lζ， 同 条 錦 5 項 中

「U\35条l乙 準 じ」 を 「US36条 の規定l乙準 じ 」 に改め る 。

別表郊 1 教育学部の項の学科 目 欄 中 「発達心理学」 の 次

に 「社会科教育」 及び 「数学科教育」 を加え， 同 表 中

「「 J薬学制 薬学科
明b
包プ

薬化学， 薬 品分析化学， 生薬学，
薬品物理化学， 薬 品合成化学， 衛
生化学， 薬剤 学， 薬剤製造学， 薬
品生物化学， 薬品作用学 l」

( 3 月 1 5 日 〉

．

．

．

．

 

41・

ηノι

ハベυ

A4』

「i薬学部｜ 薬学科 ｜ 薬化学， 薬 品分析化 学， 生薬学，
｜ ｜ ｜ 衛生化学， 薬剤学 ， 薬品生物化学 ．
｜ ｜ i 薬 品作用学｜ ｜一一一 ！ ｜ に ，

I l 製薬化 i 菱 品物哩 化学， 薬剤製進 学， 薬 品1 学 科 ロ 成化学｜ ｜ 一一一一 i」

際機械 1 1 切削加工 ， 工業計測 ， 塑性加工 ｜ 工 学 科 ！ 
p王学｜ 反応工学， 拡散単位操作 ｜

」

を

「
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第74～76号 JJ..‘ 守ー

5 . 富山大学工学部規程の一部改正 （案） について 第16国 評 議 会 ( 3 月 25 日 ）
6 .  富山大学電気工作物保安規則 （案） の制定について （議題）
7 . 4 1年度入学者選抜学力検査問題採点委員及び調査書審 1 . 入学試験について
査委員の委嘱について 第17図 評 自民 会 （ 3 月 初 日 〉（議題）8 .  国立大学入学試験 1 期校， 2 期校に関す るア ンケー ト 1 .  富山大学学則の一部改正 （案） についてについて I 2 .  4 1年度入学試験合格者の認定について9. 卒業式， 入学式！と大学歌の合唱並びに奏楽について 3 .  沖縄留学生の入学について

4. 4 1年度富山大学教育専攻科入学者選抜選考について
5 .  経済学部学士入学について

人 事 異 動

現 官 職 ｜ 氏 名 ｜ 異 動 内 容 i 発令年月 日 ｜ 発 令 庁
助 （教議長部〉 授 ｜ 井 上 文 武 ｜ 教授同任させる I 4 1 . 3 . 2s I 文 部 省

（ ； ） ｜ 黒 坂 富 治 ｜教 （ グ ） 授 ｜ 酒 井 康 彦 ｜ 附属図書館長時任す る （？れまで） 1 4 1 .  2 .  20 1 グ

｜ 岩 城 敏 博 l 助手 （工学部〉 叫用す る I 4 1 . 1 .  1 I 宮山大学
｜ 砂子田 仙 吉 ｜ 技能補作員 （施設課 ・ 汽缶土） ＇と採用する 1 4 1 . 1 . 5 1 // 
｜ 坪 田 広 信 ｜ 事務補佐員 （文浬学部） 問用す る _! 4 1 .  2 .  1 1 // 

議助 ま地��議議手 ｜ 笠 原 昇 ｜ 文部事務官 （富山大学庶務課） に転任させ る l 41 . 3 .  1 I // 
（文殻学部） l 手 塚 昌 郷 ｜ 講師同任させ る I 4 1 . i .  1 J // 
（盈工部

i
学

俊E
部〉

｜ 石 黒 国 雄 1 // 1 4 1 ・ 2 . 1 0  I 
文 （ 官 ｜ 柳 瀬 秋 夫 ｜ 助手同任させる I // I // 

c : ) I 高 安 紀 1 // I 4 1 .  3 .  1 I // 
事 予工�f 員 ｜ 外 正 春 ｜ 辞職を承認する 1 4 1 . 2 . 1 9 / // 

( ; ) ｜ 村 中 裕 子 1 // / 41 . 2 .  2s 1 // 用 （学 室 課） 員 ｜ 村 中 晴 治 ｜ グ / 41 . 3 . 3 1  1 // 

講 （教育事学部） 師 ｜ 石 黒 国 雄 1 // （山梨県立女子短期大学問出） ｜ グ I // 

文 （部 グ 務） 官 I 山 口 雄 啓 ｜｜ 教（附属中学校）諭 ｜ 内 山 治 孝 ｜ グ （地方教宮崎出〉 I // I // 
（附属ふ学校） ｜ 嶋 田 久 一 ｜ ヂ （ グ ) I // I //  
（ 。グ 〕 I 芯JJt疋 え土些止 4仏h佐If I ゲ，， 

文 ＇��
技

官 ｜ 野 島 富美子 1 // I // I // 

文 （ 部 。 〉 官 i 野 村 美紀予 1 // 

( ; ) ｜ 正 橋 昭 子 1 // 
助 （工 学 部〉 手 ｜ 松 田 秀 雄 l // 

（ ； 〉 ｜ 平 木 道 幸 ｜
文 （ 部 。 技 〉 官 ｜｜ 堀 田 吉太郎 ｜｜ 
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報

学 内 諸 報

附 属 図 書 館 長 選 出

j長岡F付属 図書館長の 任期満了 （ 2 月 1 9 日 ） ！こ と も な い ，
9 月 1 1 日 開催の協議会に おいて， かねて附属図書館内議会
が推せん し た 浅間忠知 （工） ， 酒井康彦 （教J ， 三柿監物
（葵） の 3 候柿について選考 し たが， その結果酒井教授が

次期附属図書館長 ！と選ばれ た 。
酒井新附属図書館長は 乙 と し54才， 富山県出身で昭和 9

年京都’帝国大学を卒業， 後富山県立砺波中学校， 富山高等
女学校， 富山師範学校， 同附属小学校主事を経て24年本学
創立 と と も に教育学部助教 t立 と し て若任， 26年か ら 30年ま
で附属小学校長， 同幼稚I��長を 併 任， その後文 化部会委員
認定部門�fJ. 会委員 ， 入学者選抜方法研究委員会委員 ， 教

科用図書検定調査得議会調査員 ， 一般教育委員会委員 ， 同

審議会委員の各和委員を勤 め た 。

昭 和 40 年 度

大学院修士学位記授与式

第 2 巨｜富山大学大学院薬学修士学位記授与式は， 3 n1 8
日 （金） 午前 1 0時か ら本部会議室 で と り 行な われた。

乙 の 日 の修了者は 1 4名 （ う ち大子 1 ：名） で ， その氏名，
修二L�j；：位論題は次の と お り

（氏名〉
大 D 弘 子

美

口

谷

一眼

ロ什つ叫加

川

熊

斉

一

夫

丈

夫

壮

信

尚

光

（修土学位論題）
グ リ セ リ ン処躍に よ る ア セ チ ル コ リ ン

叉容休の消長
胆汁排 i'l＼作用 lと閲する薬恕学的問先
化学療法剤 の合成 と その抗微生物作用
2 . 3のr-Butyrolactone の 定量研究

Racemic α－hydroxy－β . ,B-dimctbY 
1-r-hutyrolactone の工業的製 法 ！と

お け る 工程管理の研究
� 官 主P.!f 紘 Azaquinolizine 類の合成研究

棚 田 成 紀 ト リ ク ロ ル酢酸 ニ ・ノ ケ ルの分解機構

中 川 達 朗 フ エ ノ ー ルの メ タ 位ア ル キ レー シ ヨ ン

野 原 富士夫 Azaquinolizine 類の合成研究

古 市 泰 宏 酵素阻害剤 の研究
井 健一郎 Clostridium perfringens の菌体 外 毒

素の生化学的研究
横 山 浩 B i 脱硫置換休の微生物に よ る ア ン チ

B 1 作用 の 定性的検討

脇 功 巳 心筋に お け る和漢薬作用の分子薬理学
的ア プ ロ ー チ

渡 辺 �v」 α. ,B-Unsalurated Cycloalιenones お
よ び 1 - Acetyl Cyclohexene の ヒ ド

ラ ゾ駿 （ H N a） と の反応

昭和4 1年 1 月 － 3 月

｜ 昭 和 40 年 度 卒 業 式

i 第1 4四富山大学卒業式並びに第 5 凹富山大学経営短期大
i 学部卒業式は ， 3 月 1 9 日 （土） 午前 1 0向 か ら 黒田 講堂 で挙！ 行 さ れ た 。
i と の 日 の手作業生は， 各学部 64J ；； ， 経営短大85名 で ほ かi に専攻科修了�I: 1 名。 l軌て卒業 （修了） 証書を授与 さ れ
i た後， �：：長1±�辞， 大国税砕 （代読） ， 吉田県知事 ら来賓の
｜ 祝詞があ り ， ζ の あ と卒業免を代 表 して松本由紀子 （薬学
！ 部） ， 佐々 木準一 （経営短大〉 の両君が答辞を述べ， 蛍の
｜ 光の奏楽の う ち に式が終 った。! 各学部学科別卒業生数は次の と お り

｜ ｜ 学 部 ｜ 学 科 等 ！ 男 ！ 女 ！ 計 ｜

｜ ｜ l 文 学 科 ； 1 1 [ 30 1 41 
｜ コk； 迎！ 学 部 犯l ミ之 科 51 ! 7 5 8 I ! c,J i 62 ！ 刊 99

｜ ！ 小学校数封誌成課程 ！ 6 ! 39 [ 4 5 1 1 教 育 学 笥i I =i:i学校教Lil誌！£
I i Cイ、L守） I 37i 75 1 1 2  

l互互竺B経 済 学 不可11154I i�ユヤ 学 利 i '.t-if-I 1 電 気 工 学 科 i 36 1 i 36 
｜ ｜ 工 業 化 学 科 i 58! o I 58 
｜ 工 学 部 ｜ 金 属 工 学 科 I 371 o ! 37 
I ｜ 機 械 工 学 科 I 5 1 1 o I 5 1  I I （小計） ｜ 同21 o I 1 82 1 一一一一！一 計 ！吋 1 64沼
恒竺坐空 ｜ 倒科 仰 部） I -3_＿ 止�I〔専攻科修了生〕
i 経 済 学 専 攻科 l 経 型 経 営 専 攻7 イ可 1 

昭和41 年度入学試験

昭和4 1年度入学試験は， 3 月 23, 24の両 日 実施さ れたが
本年は， 戦後のベ ビ ー ブー ム lζ伴 って大学進学希望者の急
増す る 第 1 年度に あ た り ， 志願者及び受験者は本学創立以
来最高の数 と な っ た。

各学部の志願者， 受験者， 合格者等の各数は次の と お り
で あ る 。

i品＼科 学 科 等 闘 志願 ｜ 受験 ｜ 欠試 防｜ ＼｜ 仏員｜ 者数 ｜ ：者数 ｜ 者数 ｜者数

； ！ 文 学 科 i 4oi 4aa'. 20a: 22o
f45 i 文理学部 ｜ 理 学 科 I 6o f 叫 吋 1 76 / 60 

I I c材「） j 1 OO j 969J 573 1 396 1 1 05 
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I 小F学

a
校尋

計

教

）

I員 1 1 '"山 竹＂内ul
教育学部 50 447 

1 501 1 2 1 7  

経済学部 ｜ 経 済 学 科 I 1 50 1 1 刊

薬 寸企"4 科

薬 学 部 ｜ 製 薬 化 学 科

（小計）

工 業 化 学 科

金 属 工 学 科

50 667 

50 32 1 

1 00 988 

40 326 

40 288 

40 1 77 

50 366 

561 

343 324 50 

1 65 1 56 50 

508 480 1 00 

1 99 1 27 40 

1 70 1 1 8 4 1  

1 25 52 401 

204 1 62 50 工 学 部 ！ 機
工

化

生
械

学

（

産

小

工

工
学

計

機
学

学

）

科
械

科
科

40· 247 1 8 1  66 40 
40 250 

250 1 654 

1 7 1  

1 050 

79 4 1  

604 252 

15- 音十 l 吋 6573 1 4吋 2叫 川
｜ 実智喜 ｜ 経 （第？部）

科 I 8oJ 1 901 

学内職員 レ ク リ エ ー シ ヨ ン

講 演 会

1 01 951 

本 学職員 レ ク リ エ ー シ ヨ ン文化部会で は ， 昨年秋， j中縄

教育指導委員 と し て文部省 か ら 派遣 さ れ， 9 月 か ら 1 2月 ま

で 4 カ 月 に わ た り 沖縄各地を教育行脚 さ れ た本 学教育学部

黒坂富治助教授 を迎え， 文化部会各班員 を対象に下記の と

お り 講演 会を 聞 い た 。

記

と き 1 月 26 日 （水） 1 2時30分～

と 乙 ろ 附属図書館視聴覚教室

講演題 目 沖縄に お け る 教育文化 の現、況につ い て

（ ス ラ イ ド 使用 ）

囲碁大会
と き 2 月 5 日 （土） 1 2時30分～

と 乙 ろ 職員 ホ ー ル

競技結果

A級①浦 田 隆志 （会） ①高野兼吉 （教〕

B 級①金坂 績 （文） ①高松平吉 （庶）

C 級①堀 重男 （経） ①黒田信吉 （学）

将棋大会
と き 2 月 1 2 日 （土） 午後 1 時～

と 乙 ろ 職員 ホ ー ノレ

競技結果

A 級 優勝一大坪力蔵 （会） 次勝一福村一男 （教）

B 級 優勝一村井 弘 （会） 次勝一奥貫晴弘 （文）

パ ト ミ ン トン大会
と き 2 月 1 9 日 〈土） 1 2時30分～

と と ろ 新体育館

品』」寸巴

競技結果 優勝一経， 図 ， 短 チ ー ム

次勝一工学部 チ ー ム

卓球大会
と き 2 月 26 日 （土） 午後 1 時～

と ζ ろ 小体育館

競技結果 優勝一教育学部 チ ー ム

次勝一文理学部 チ ー ム

麻雀大会
と き 2 月 26 日 （土） 午後 1 時～

と と ろ 職員 ホ ー lレ

競技結果 優 勝一若林俊吉 （厚）

準優勝 加藤昭作 （会〉

三 位一草 島幸雄 （学）

高森乙松教授 の 逝去

教育学部高森乙松教授 は ， 胃 ガ ン の ため 3 月 1 日 金沢大

学医学部附属病院で永眠 さ れた。

教授 は昭和 6 年富山 県立実業補習 学校教員養成所を卒業

後郷里に近い尋常高等小学校， 農業補習 学校 に 勤 め てい た

が， 昭和 9 年東京帝国大学農学部附属農業教員養成所に入

学， 同 1 2年卒業後， 福 島県立青年学校教員養成所， 福島県

師範学校， 富山県立婦負農学校lζ奉職 さ れ た。

戦後昭和22年長野青年師範学校， 富山 師範学校を経て昭

和24年本学創立 と と も に教育学部助教授 と し て そ の 任 に着

かれ36年教授 に昇任今 日 に至 った。

教授 は ， 畜産学や飼料学の専門家 と し て ， 家畜の病理，

飼育な ど の研究 lと 専念 さ れ ， 昭和34年 「本邦に お け る 家畜

の 甲 状腺睦 に 関す る 研究」 lとよ り 本 学 と し て は最初の農学

博士の 学位を授与せ ら れ た 。

又， 昭和38年か ら 同40年ま で教育学部附属 中学校長を併

任 さ れれてい た。 享年54才で あ っ た 。 富 山 県 出 身

な お ， 生前の功績を称え 3 月 1 日 付で従四位に叙 し ， 併

せて勲四等に叙せ ら れ旭 日 小緩章を授与 さ れ た。

職 員 消 息

＜新 任 者＞
庶 務 課

事務官 笠原 昇
施 設 課

技能補佐員 砂子回仙吉

文理学部

事務補佐員 坪 田 広信

工 学 部

助 手 岩城 敏博



報
＜改 姓＞

工 学 部 西尾 武 （旧 姓 ・ 今枝）
’J 山 外 紀美 （ ／／ ・ 中J l l )

＜住所変更＞
庶 務 課

事務官 野 口 隆
教育学部

助教授 藤森 勉
技 官 結城 義之

経済学部

講 師 瀬悶 吉彦
助 手 妙見 孟

薬 学 部

技能員 橋本竹二郎

工 学 部

教 授 加藤 正

4ア 室町 繁雄
助 手 吉川 和男

。 奥井 健一

イク b五回 宏

事務官 西尾 武
。 中川 紀美

事務員 荒谷 孝之

技術只 高j家 清文
ィシ 山本 似！市

用務員 中村 理正

附属図書館
事務官 結城 f政
事務員 吉田 恵吉

短期大学部

助教段 下川 浩一

＜住所地名 ・ 住居表示変更＞
教育学部

教 諭 形川 f.，.釘、
技能員 平石佐一郎

昭和4 1 年 1 月 一 3 月

主 要 日 誌

｜ 本 郵
1 月 4 日 新年祝賀式

6 日 事務協議 会

1 3 日 非常勤職員保 険関係説明会

1 7 日 学部長懇談会
。 評議会 （第1 2回）

26 日 国立大学人事事務担当 部課長会議 （文部省〉

。 講演会 本学職員 R 文化部会

（沖縄の教育文化の現況に つ い て ， ） 講師 教育学郎 黒坂富治助教授／
27 日 後援会役員 会

。 学務係事務打合会

29 日 補導協議会

3 1 日 県下大学長連絡会議 （河合旅館）

2 月 4 日 社会教育研究問題懇談会
。 国立大学協会総会 （東京大）

5 日 本学職員 R 四悲大会

7 日 国立大学協会第 4 団事務連絡会議 （東京大）

9 日 国家公務員災補償法の改正に 関す る 意見の 申 し

山 に つ いての説明会 （名 古屋）

1 0～ 1 2 日 関東 ・ 東海 ・ 北陸地区人事行政研修 （文部

省〉
1 1 日 評議会 〈 第 1 3回） 及 び協議会 （第 3 回）

1 2 日 事務協議会

。 本学職員 R 将棋大会

1 2～21 臼 入 学願書受付

1 4 目 指定統計調査東海北陸 ブ ロ ッ ク 指示説明会 （名

古屋大）

1 5～25 日 40年度第 2 回人事事務研修 （文部省）

1 6 日 国立大学学生部長地 区代表会議 （東京大）

。 第 6 回北陸地区文部省共済組合事務打合会 （金

沢大）

1 7 ・ 1 8 日 国立大学学生部長会議 （虎ノ 門共済会館）

1 9 日 本学職員 R ノマ ド ミ ン ト ン大会
。 40年度富山共済組合 R 王子3求大会

24 日 国立学校防火施設整備工事説明会 （文部省）

24 ・ 25 日 防火管理者資位講習会

25 日 学寮補導委員会

25 ・ 26 日 第 8 回北陸 3 大学施設担当者研修協議会
26 日 本学職員 R 卓球大会及び麻雀大会
。 全国公務員 R 富山地区囲碁及び将棋大会

3 月 1 日 工学部問題特別委員会
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3 日 富山地区人事担当官会議

8 日 宿舎委員会

1 0 日 国立大学協会第 3 常置委員会拡大委員会 （国大

協）



第74～76号 学

1 1 日 工学部 問題特別委員会 29 日 課外講演会 （沖縄の教育文化 の現況 に つ い て．

1 2 日 補導協議会 講師， 教育学部黒坂助教授）

。 停年退職教官歓送会 2 月 2 日 人事教授会

1 5 日 評議会 （第 1 5回） 9 日 教務委員会

1 7 日 補導協議会 ・ 学寮補導委員会合同委員会 。 補導委員会

// 建築委員会 。 教授会

ィ7 全国公務員 R富山地 区運営委員会常任委員会 1 5 日 選考委員会

1 8 日 大学院学位記授与式 1 6 日 選考委員会

1 9 日 卒業式並びに修了式 ィク 人事教授会

23 ・ 24 日 入学試験 1 7 日 専攻科設置準備委員会

25 日 評議会 （第 1 6 回） 1 9 日 選考委員会

25 ・ 26 日 北陸 3 大学施設担当者技術研修会 23 日 選考委員会

30 日 評議会 （第 1 7回） イア 臨時教授会

3 1 日 合格者発表 25 日 選考委員会

// 事務系停年退職者送別会 28 日 選考委員会

｜ 文 理 学 留 ｜ 3 月 2 日 呉 山会役員会

4 日 教育実習委員会

1 月 1 2 日 第 1 1 週便 業開始 .,,, 補導委員会

！ ？ 日 学部図書委員会 5 日 特別教職課程委 員会

1 9 ・ 20 日 全国文理学部長連絡協議会 （埼玉大） 8 日 選考委員会

26 日 教 授会 9 白 人事教授会
。 人事教授会 1 1 日 呉 山会役員会
々 学部新年祝賀会 1 2 日 人事委員会

2 月 2 日 学部改組打合会 1 4 日 教務 ・ 補導合同 委員会

8 日 選考委員会 。 教務委員会

9 日 教授会 。 教授会

。 人事教授会 1 5 日 附属小学校卒業式

1 5 日 後期授業終了 1 6 日 選考委員会

1 6 日 選考委員会 。 人事委員会

ィア 人事教授会 1 7 日 附 属 中学校卒業式

.,,, 学部改組委員会 1 8 日 附属幼稚園修了式

1 7 日 文理学部同 窓会理事会 22 日 選考委員会

1 7～24 日 一般教育期末試験 23 ・ 24 日 入学試験

24 日 学部補導委員会 28 日 教育専攻科入学試験

3 月 9 日 教 授会 。 教育専攻科入学選考小委員会

。 人事教授会 。 選考委員会

1 4 日 原 研共 同 利 用 懇談会 29 日 人事教授会

1 9 日 学部卒業祝賀会 // 教授会

23 ・ 24 日 入学試験 30 日 教授会

29 日 人事教授会 。， 教務 ・ 補導合同委員会

30 日 教 授会 ｜ 経 済 学 部 ｜｜ 教 育 学 協 1 月 8 日 授業開始

1 月 1 8 日 専攻科設置準備委員会 ・ 教務委員会合同委員会 1 9 日 40周年記念事業委員会

1 9 日 人事教授会 20 日 教務委員会

ィ？ 教授会 。 第 1 3回教授会

2 1 日 選考委員会 ’F 人事教授会

25 日 選考委員会 24 日 職業補導委員会

- 1 8 ー
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27 日 人事教授会

// 経済学部 ・ 短期大学部合同委員会

2 月 2 日 人事教授会

3 日 拡大教務委員会

イケ 人事教授会

4 日 財務委員会

ペク 人事教 授会

1 0 日 常任委員会
// 研究所所員会議
// 第 1 4回教授会

々 人事教授会

22 日 職業補導委員会
3 月 1 日 人事教 授会

2 日 第 1 5回教授会

1 0 日 教務委員会

// 第 1 6回数授会

ペア 人事教授会

1 4 日 人事教段会

1 5 日 職業補導委員会
1 7 日 節 17回数授会
// 人事教授会

30 日 第 1 8回教授会

// 人事教授会

［＿！＿ 土 匂＿ ［
1 月 1 0 日 授業開始

1 6 日 日 本薬学大会準備委員会；L仁子薬剤 師部会
19日 教授会
20 日 大学院薬学研究科 （釦 2 次非集〕

。 入学願書受付 （31 日 ま で）

27～29 日 日 本薬学大会準備委員会 （大会部部会 ）

2月 4 日 日 本薬学大会 準備委員会資料展部会
5 日 卒業予銭会 （学生会館）

8 日 薬 学部図書委員会
9 日 教授会
グ 大 学院薬学研究科委員会
1 2 日 日 本薬学大会 準備委員会薬剤 学製剤 学部会
。 大学院薬学研究科第 2 次入 学試験
1 4 日 大 学院薬学研究科委員会
1 4 ・ 1 5 日 日 本薬学大会準備委員会

1 7 日 富山薬窓会役員会
1 8 ・ 1 9 日 修士論文発表会

1 9 日 授業終了

2 1 日 補講民 業 （26 日 ま で）

22 日 熊本大学薬学部庶務係長， 厚生係長来学

28 日 次期薬学部長候補者選挙

。 教 授会
。 期末試験 （ 3 月 8 日 ま で ）

昭和4 1 年 1 月 一 3 月

3 月 1 0 日 教授会

。 大学院薬学研究科委員会

1 1 日 輸入免税品検査の た め大阪税関 計算管理室長樋

本義 雄氏来学

1 5 日 富山薬窓会役員会

1 8 日 教授会
ク 大学院薬学研究科修了式
1 9 日 卒業式

。 富山薬窓会総会

。 卒業祝賀会

23 ・ 24 日 入学試験

30 日 教授会

3 1 日 合格者発表

！ 工 学 鼠 1
1 月 1 4 日 学部補導委員会

1 9 日 教 授会

2 月 2 日 専任教授会

9 日 教 授会及び専任教授会

1 6 日 学部補導委員会

1 8 日 北陸信越・工業教育協会富山県文部主催講演会

23 日 学部長候補者選挙

3 月 1 1 日 工学部の 問題 に 関す る 特別委員会

1 4 日 教 授会及び専任教授会

23 ・ 24 日 入学試験
30 日 教授会

｜ 附 属 図 書 館 l
1 月 7 日 事務打合会 （第 5 回）

1 7 日 時間外開館開始

2 1 日 附民図書館附議会 （第 3 回〉

2�～28 日 ド キ ュ メ ン テ ー シ ヨ ン講宵会 （東京大）

2 日 1 9 日 浅間 館長離任

20 日 酒井館長発令

24 日 事務打合会 （第 6 @I) 
。 時間外開館休止

28 日 附属 図書館要覧刊行

3 月 4 ・ 5 日 映写技術 講習会 （教育学部）

8 日 事務打合会 （第 7 回）

1 1 日 増加図書 目 録 （ 昭39） 刊行配布

！ 経営短期大学部
1 月 1 0 日 授 業開始

一 1 9 -

1 1 日 入試問題作成委員会

2 1 日 教官会議

25 日 ゼ ミ オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン

27 日 合同委員会

29 日 授 業終了

3 1 日 補講
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2 月 1 日 補講

2 日 教官会議

3 日 期末試験開始

9 日 期末試験終了

1 0 日 春季休業開始

1 7～1 9 日 追再試験

22 日 入学願書受付開始

3 月 3 日 入学願書受付締切

4 日 教官会議

9 日 非常勤講師と の打合懇談会

1 1 日 教 官会議

。 入試事務打合会

1 5 日 編 ・ 再入学願書受付締切

1 6 日 入学試験

1 7 日 入学試験問題採点

1 8 日 入学者選考資料完成

1 9 日 第 5 回卒業式を挙行 し た
22 日 編 ・ 再入学志願者試験

25 日 教官会議

。 合格者発表

学 報
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昭和4 1 年 1 月 一 3 月

昭和40年 5 月 3 1 日
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